
第 I部 審査総論 

 - 1 - (2024.5) 

＜関連規定＞ 

特許法 

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 

第 17条の 2 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることが

できる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合

に限り、補正をすることができる。 

一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場

合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下こ

の項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」

という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された

期間内にするとき。 

二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合

において、同条の規定により指定された期間内にするとき。 

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後

に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にす

るとき。 

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にす

るとき。 

2～6 (略) 

 

(拒絶の査定) 

第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特

許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 

一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面につい

てした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしてい

ないとき。 

二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、

第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定によ

り特許をすることができないものであるとき。 

三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができない

ものであるとき。 

四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条

に規定する要件を満たしていないとき。 

五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書につ

いての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規

定する要件を満たすこととならないとき。 

六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願
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書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書

面に記載した事項の範囲内にないとき。 

七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないと

き。 

 

(拒絶理由の通知) 

第 50条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人

に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機

会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号

に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せ

て次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の

規定による却下の決定をするときは、この限りでない。 

 

(特許査定) 

第51条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許を

すべき旨の査定をしなければならない。 

 

(補正の却下) 

第53条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲

げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による

通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲

又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違

反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたとき

は、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。 

2・3 (略) 

 

第 162 条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、そ

の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求

の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させ

なければならない。 

 

第 163 条 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定によ

る審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二

第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号

又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる

場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み

替えるものとする。 

2 第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の
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請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この

場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号

に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せ

て次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二

第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合

に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第

三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲

げる場合」と読み替えるものとする。 

3 第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の

請求を理由があるとする場合に準用する。 

 

第 164 条 審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨

の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さな

ければならない。 

2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十

三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。 

3 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をす

ることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 

 

(書類の提出等) 

第194条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又

は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提

出を求めることができる。 

2 (略) 

 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経

済安全保障推進法） 

(内閣総理大臣への送付) 

第 66条 (略) 

2～6 (略) 

7 特許庁長官が第一項本文若しくは第二項の規定による送付をする場合に該

当しないと判断し、若しくは当該送付がされずに第一項本文に規定する期間が

経過するまでの間又は内閣総理大臣が第七十一条若しくは第七十七条第二項の

規定による通知をするまでの間は、特許法第四十九条、第五十一条及び第六十

四条第一項の規定は、適用しない。 

8～11 (略) 

 


